
特定非営利活動法人大阪障害者雇用支援ネットワーク
役員報酬規程

（目　的）
第１条　この規程は、特定非営利活動法人大阪障害者雇用支援ネットワークの役員の報酬　　
の支給について定めることを目的とする。

（定　義） 
第２条　本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。 
２　報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるものであ
る。

（報酬基準・報酬額の決定）
第３条　役員の報酬は年俸制とし、当法人全体の運営管理に関する職務遂行状況を勘案する。
２　年度末の理事会にて協議を行い、年額を決定する。

（報酬の支払い方法）
第４条　報酬は、年額を１２カ月で割った月額を翌月１０日に支給する。ただし、その日が休日に当たるときは、繰り上げて支給する。
２　報酬は、所得税その他法令等により控除すべき金額を控除し、その残金を原則として本人指定の銀行口座に振り込む。

（費　用）
第５条　役員が負担した費用については、これの請求があった日から遅滞なく支払うものとする。

（改　正）
第６条　この規程の改訂は、理事会の議決を経なければならない。



附　則
この規程は２０２１年１１月１１日から実施する。
この規程の一部を改訂し、２０２５年５月３０日から実施する。


